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行うことができた。また井上百貨店において開催さ
れた高校生による合同販売会「デパートサミット」
に合わせた高校生と大学生の販売プロモーションの
取り組みも行われた。

（4）成果
　コロナ禍にもかかわらず、上土商店街の店舗数は
増加しており、特に若手の経営者による新規開業が
目立ち、2022年度に上土周辺を舞台にした映画（「太
陽とボレロ」「流浪の月」）の影響もあって来街者も
増加傾向にある。
　このような外部環境の変化を踏まえて、さらなる
まちづくりに取り組むべく、カフェの店舗の改装や
運営体制の強化などに上土町が取り組み、学生との
協働もさらに深まることが期待される。また地域づ
くり考房『ゆめ』による新たな学びのフィールドと
して位置づけられ、より多様な学生がまちづくりに
関わることが期待される。
　「カフェあげつち」は2015年の開店以来、上土町
と松本大学の連携により、地域づくりの拠点として
機能するとともに、多様な人々の居場所として、ま
た若者との交流が特徴である点からも、松本市等か
ら先駆的モデルとして高く評価されている。

（5）成果の公表（活動発表・論文執筆等）
・研究プロジェクトの成果発表会の開催（2023年3月）
・白戸洋「地方都市の中心市街におけるまちづくり

の現代的課題～松本市上土町のまちづくりを事例
として」日本法学第88巻第3号（2023年1月30日）

（1）活動計画
　地域支援事業とは介護保険制度上の事業であり、
平成26年制度改正によって平成27年度から全国で施
行されている。社会保障による身体（個人）支援から
生活（地域）支援への移行であり、地域共生社会づく
り（社会福祉法）と相まってすすめられている。松本
市においてもこの事業の受け皿となる主体が地域の
自治組織や住民に求められているものの充分に機能
していない実態が依然としてある。本取組は3年目

を迎え引き続いて松本市35地区を基盤とした生活支
援整備体制（介護保険法）を構築することを目標に、
具体的には、「コミュニティ商店（＝地域運営法人）」
化構想をもって実証研究するものである。従来松本
市では主に行政寄りの町会や地区の緩やかな協議体
が中心になって対応してきたが、そこにもう一つの
機能を付加する形で「コミュニティ商店（＝地域運
営法人）」化を目指す。生活支援を有料化し、コミュ
ニティのつながりの中から生活支援範囲の有効な商
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品（例えば、ゴミ出し、雪かき等）を開発する機能的
な主体を明らかにする。すでに松本市庄内地区でモ
デル的に「もずみ商店」が存在しており、ここでの
展開を機軸に全市的な広がりを模索する。これまで
10年にわたり地域福祉行政、町会などの自治組織に
関わったネットワークを活かし、新しい主体の構築
によって地元への地域貢献になることを目論んでい
る。また、介護保険制度においても本事業が大きな
課題になっていることから、全国に通用する事業を
本研究では目指す。

（2）活動内容
　本活動は、介護保険法の地域支援事業、社会福祉
法の地域共生社会構築の動向を踏まえ、地域の暮ら
しを守るため地域で暮らす人々が中心となって形成
するコミュニティ組織を目論みながら生活機能（生
活支援サービス）を支える活動を主眼として取り組
んできている。そこに新たに商品性をうたい、コミュ
ニティ商店として実体化させ、ニューコミュニティ
構築に傾斜した取り組みである。
①地域の実態把握として松本市と下諏訪町の地域支
援事業に関わる

　松本市生活支援整備体制委員会、下諏訪町生活支
援体制整備推進委員会の委員職（行政）を活用して住
民の生活支援ニーズを把握、それに必要なメニュー

（事業）の開発、実施に向けた検討を行った。特に松
本市では35地区中今年度11地区において地区生活支
援員（第二層）が新規に配置されたため生活支援員の
働きをヒアリング（11地区訪問計35地区）することで
住民ニーズを把握した。派生したニーズ把握のため
さらに1地区において、地域包括支援センターの地
域支援コーディネーター（第一層）と地域づくりセン
ター長とのヒアリングを行った（新村地区）。
　下諏訪町においては「ご近所の輪づくり」事業を
中心にそこに集約される住民ニーズの分析を行った。
②商品開発として新タイプの活動展開を図る
　新タイプの活動とは、松本市白板地区放光寺町
会のタクシーを活用した移動支援「お互いさまタク
シー」である。“地域公共交通”の取り組みと位置づ
け、地域公共共通活性化再生法を視野に入れ全市的
展開を目論んだ活動（勉強会の実施等）である。従来
は福祉制度内での取り組みであったが、電車、バス、
少量移送と地域公共交通の枠組みを形成、その流れ
でのものである。このモデルを全市的に展開する松
本地域移動支援推進協議会を組織し定期的に研修会

を開いた。
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（3）活動の成果
①に関連した成果
　介護保険制度において各保険者（市町村）は生活支
援整備体制事業として取り組む必要があるため、明
らかになった住民ニーズは受け止める体制が整って
いることから関係者で共有することはできた。松本
市の場合は、自治組織単位で町会や地区での緩やか
な協議体が中心に担っているため課題の把握は容易
だが商品性開発に繋がりにくいことが分かった。そ
の分、下諏訪町の場合は、町社会福祉協議会が事業
主体になっているため、ネットワークを活用して商
品性開発に繋がりやすい比較検討ができた。松本市
庄内地区でモデル的に「もずみ商店」（個人）が既に
存在しており、今年度全市的な広がりを模索したが、
3年続きでコロナ禍のため進展は図られなかった。
②に関連した成果
　松本市白板地区放光寺町会のタクシーを活用した
移動支援「お互いさまタクシー」は、2021年3月1ヵ
月間と2021年4月～1年間の実証実験を基に2022年4
月～本格稼働の計画を立て今年度成果を見た。主に
全市対象にアンケート調査を実施し、その結果を踏
まえ課題を整理した（一部以下参照）。3年間の取り
組みを通じてそれを松本市全地区に「放光寺町会モ
デルアプローチ」として広め、定義するに至っている。
いかに浸透するかを今後見通す予定である。

（4）成果の公表（活動発表・論文執筆等）
①2023年1月26日（木）　「地域の移動支援に関する学

習会」を企画、50人の参加を得て開催した。そこで、
放光寺町会に加え、島内地区の地域主導型公共交
通事業補助金を活用した島内川東乗合タクシーと
島立買い物乗合タクシーについて事前調査し、こ
の席上で素材提供を行った。

②2023年3月22日（水）　松本市高齢者支援／地区生
活支援員のための松本市白板地区放光寺町会「お
互いさまタクシー」事業分析を令和4年度松本市
地区生活支援員研修で行った。

これまで共有した取組み実例

１．放光寺町会移動支援「お互いさまタクシー」（単位町会）

２．島内川東乗合タクシー

（地域主導型公共交通事業補助金活用）

３．島立買い物乗合タクシー　（地区（町会連合会））

４．二見町2丁目送迎ボランティア

（地区（福祉の地域づくり協議会））

５．新村地区プチ送迎ボランティア　（地区内会員制）

６．入山辺地区福祉ひろば送迎ボランティア

（福祉ひろば他１７地区）

７．「つむぎちゃんサポート」外出支援　（社協）

８．福祉車両・公用車貸出事業（社協）

１年/５回分

ケア圏ベース

生活圏ベース

個人圏ベース

Ａ.つむぎちゃんサポート（社協）

介護タクシー

生活機能別運営主体区分け

茂住さんプロジェクト

Ｂ．総合事業Ｄ（介護保険）

Ｂ．福祉有償運送（公共交通空白地域）

Ａ．島内川東（３町会）

Ａ．放光寺互いさまタクシー（１町会）

Ｂ．島立買い物ツアー（１地区）

Ｃ．新村プチ送迎（地区有志）

Ｃ．二見町２丁目（地区有志）

Ｂ．入山辺福祉ひろば送迎（福祉ひろば）

福祉車両貸出（社協）

互

自公

組合員送迎（JA）（病院）

ケア圏ベース

生活圏ベース

個人圏ベース

明らかになった課題

互

自公

組織化と同意

担い手

財源
地区間格差

利用促進
利用者確保

フォーマル インフォーマル


